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ンターを整備し、地域の分娩施設との連携体
制の確保などを行っている。
原因不明で、治療方法が確立していないい
わゆる難病のうち、治療がきわめて困難であ
り、かつ、医療費も高額である５６疾患を対象
に、特定疾患治療研究事業として、医療費の
自己負担分について医療費助成を行い、効果
的な研究の推進、医療の確立を図るととも
に、患者の医療費の負担軽減を図っている。

（３）正しい知識の普及

ア 学校安全の充実
学校においては、児童生徒等が自他の生命
を尊重し、日常生活全般における安全に必要
な事柄を実践的に理解し、安全な生活ができ
るような態度や能力を養うことが大切であ
る。このため、体育科、保健体育科、特別活
動など学校の教育活動全体を通じて安全教育
を行っている。
文部科学省では、安全教育の充実を図るた
め、各都道府県において指導的な役割を果た
している小・中・高等学校の教員等を対象と
した「健康教育指導者養成研修」（独立行政
法人教員研修センターが実施。）を開催し、
指導者の資質の向上を図っている。

イ 労働災害防止対策
我が国の労働災害の発生件数は、死傷者数
は平成２１年まで長期的に減少傾向で推移して
きたが、平成２２年は対前年比１．９％の増加に
転じた。平成２３年は震災を直接の原因とする
死傷者を除いてもなお、対前年比３．３％の増
加となっている。
２年連続で増加した労働災害を減少させる
ため、東日本大震災に伴う復旧・復興工事、
第三次産業、陸上貨物運送業、製造業、建設
業等について、労働災害防止対策の徹底を
図っていくこととしている。
また、景気の影響や厳しい企業競争の中で

事業場における安全への取組が停滞すること
がないよう、働く方の安全に取り組んでいる
企業をホームページで紹介し、国民や取引先
に注目され評価されることを図る等、企業に
おける安全活動の活性化を進めていくことと
している。

２．障害のある人に対する適切な保
健・医療サービスの充実

（１）障害のある人に対する医療・医
学的リハビリテーション

ア 医療・リハビリテーション医療の提供
障害のある人のための医療・リハビリテー
ション医療の充実は、障害の軽減を図り、障
害のある人の自立を促進するために不可欠で
ある。
「障害者自立支援法」に基づき、身体障害
を軽減又は除去するための医療（更生医療及
び育成医療）及び精神疾患に対する継続的な
治療（精神通院医療）を自立支援医療と位置
づけ、その医療費の自己負担の一部又は全部
を公費負担している。
また、平成２４年度の診療報酬改定において
も、超重症児（者）に対する入院医療の評価
を、平成２２年度診療報酬改定に引き続き充実
させた。
歩行困難等のために身体障害者更生相談所
が実施する巡回相談に参加することが困難な
在宅の重度身体障害者に対しては、「在宅重
度身体障害者訪問診査」を市町村において実
施しており、訪問診査においては、全身の状
態を診断するとともに、リハビリテーション
器具等の利用に関する助言や各種医療制度に
関する指導、補装具費の支給等を行っている。

イ 医学的リハビリテーションの確保
国立障害者リハビリテーションセンター病
院では、開設当初から身体上の障害のある者
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及びそのおそれのある者に対する医学的リハ
ビリテーションの臨床・研究活動を行ってお
り、各障害に対応した機能回復訓練を行うと
ともに、早期退院・社会復帰に向けた医療相
談及び心理支援を行っている。
交通事故や病気等により脳に損傷を受け、
その後遺症等として記憶、注意、社会的行動
といった認知機能（高次脳機能）が低下した
状態を高次脳機能障害という。高次脳機能障
害は日常生活の中で現れ、外見からは障害が
あると分かりにくく、「見えない障害」や「隠
れた障害」などと言われている。
このため、平成１３年度から５年間にわたり
高次脳機能障害支援モデル事業を実施し、診
断基準、標準的な訓練プログラム、支援コー
ディネートマニュアル等を作成すると共に、
高次脳機能障害者への支援ネットワークづく
りなどを行った。
平成１８年１０月からは、このモデル事業の成

果を踏まえ、都道府県に高次脳機能障害者へ
の支援を行うための支援拠点機関を置き、
〈１〉相談支援コーディネーターによる高次
脳機能障害者に対する専門的な相談支援、
〈２〉関係機関との地域ネットワークの充実、
〈３〉高次脳機能障害の支援手法等に関する
研修等を行う「高次脳機能障害支援普及事業」
を開始し、全国で高次脳機能障害に対する適
切な対応が行われるよう取り組んでいる。２２
年６月には、全都道府県に支援拠点機関が設
置された。
また、平成２３年１０月には、国立障害者リハ
ビリテーションセンターに「高次脳機能障害
情報・支援センター」を設置し、高次脳機能障
害者支援に必要な最新の国内外の情報や研究
成果等を集約し、高次脳機能障害のある人や
その家族及び支援関係者等に役立つ情報を
ホームページ等通じて発信している。
なお、平成２４年度からは、障害のある人の

■図表１―８０ 高次脳機能障害支援普及事業（イメージ図）
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健康増進のためのモデル事業等を実施し、障
害のある人の健康づくりを推進するととも
に、障害のある人が安全にスポーツを行いつ
つ競技力の向上が図られるよう、障害者ス
ポーツ選手に対するメディカルサポート体制
について検討を行うこととしている。
刑事施設においては、医療刑務所等にリハ
ビリテーション機器を整備し、受刑者のう
ち、運動機能に障害を有する者や長期療養等
で運動機能が低下した者に対して、機能回復
訓練を行っている。

（２）難病患者に対する保健医療サー
ビス

入院治療が必要になった重症難病患者の入
院施設確保・受入体制の整備が円滑に行われ
るよう、都道府県ごとの難病医療拠点・協力
病院の指定、保健所を中心に在宅難病患者に
対する地域での支援の強化など、地域におけ
る保健医療福祉サービスの提供を推進してい
る。

（３）保健・医療サービス等に関する
難病患者への情報提供

難病患者への情報提供について、難病情報
センターによりインターネットを活用した最
新の医学・医療情報等を提供している。難病
患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細や
かな相談や支援が行えるよう、「難病相談・
支援センター」を全都道府県に設置し、地域
における難病患者支援を推進しているところ
である。

３．精神保健・医療施策の推進

（１）心の健康づくり

ア うつ対策の推進
うつ病は、だれもがかかりうる病気であ
り、早期発見・早期治療が可能であるにもか
かわらず、本人や周囲の者からも気づかれに
くく、その対策の必要性が指摘されている。
厚生労働省では、「自殺・うつ病等対策プ
ロジェクトチーム」において、自殺の実態の
把握や、より実効性の高い自殺対策について
検討を行い、平成２２年５月に、悩みがある人
を支援につなぐゲートキーパー機能の充実
や、職場におけるメンタルヘルス対策など、
厚生労働分野において今後重点的に講ずべき
対策をとりまとめ、それらに基づく施策を推
進している。
うつ病に対する効果が明らかとなっている
認知行動療法については、「精神療法の実施
方法と有効性に関する研究」（こころの健康
科学研究事業）において実施マニュアルを作
成し、厚生労働省のウェブサイトにて公開し
ている。また、平成２２年度の診療報酬改定に
おいては、認知療法・認知行動療法につい
て、診療報酬上の評価を新設した。
平成２０年度からは、うつ病の患者を最初に
診療することが多い一般内科等のかかりつけ
医のうつ病診断技術等の向上を図るため、各
都道府県・政令指定都市において、専門的な
研修を実施している。平成２２年度からは、児
童思春期の精神疾患に対応できるように、若
年者の診療に携わることが多い小児科医等も
対象に加えた。さらに、平成２３年度からは、
研修対象を看護師、ケースワーカー、スクー
ルカウンセラー等医師以外のコメディカルス
タッフまで拡大した。


